
 

 

 

アイヌ施策推進地域計画についての札幌市の考え方 
 

１ 計画期間 

アイヌ施策推進地域計画認定の日から令和４年（2022 年）３月 31 日まで 

※ 令和２年度末までに「札幌市アイヌ施策推進計画」（以下「推進計画」という。）の 

改定を見込んでいることから、３年程度を想定 

 

２ 目  標 

推進計画を踏まえ、アイヌ伝統文化を保存・継承・振興するとともに、アイヌ民族の 

歴史や伝統文化に対する市民の理解を深めること等により、「アイヌ民族の誇りが 

尊重されるまちの実現」を目指す。 

 

３ 想定される事業 

 推進計画に沿って、これまで実施してきた事業の継続及び拡充を図る。 

〇 アイヌの伝統的生活空間の再生（例：各種文化体験や舞踊披露等） 

〇 アイヌ文化を発信する空間（ミナパ）管理運営 

 

 

 

 

 

 

 

〇 イベント等公共空間を活用したアイヌ文化の発信 

〇 アイヌ民工芸品展示販売スペース設置検討 

〇 アイヌ伝統文化の振興・市民理解の促進など 

 

〇 アイヌ文化交流センター展示物等修繕・更新など 

 

 

 

 

 

 

（例：小中高校生向各種文化体験交流等） 


